
令和 3年度 (2021年度) 事業報告書
令和 3年 (2021年)4月 1日 から令和 4年 (2022年)3月 31日 まで

特定非営利活動法人 BⅢNテ レコム支援協議会

1.事業の成果

2021年度は、「ICTを活用 し、NGOの立場から、SDGsの達成に向け寄与する」という中長期活

動 目標のもと、2021年度事業計画・収支予算 (2021年 3月 19日 理事会承認)に基づき、①生活向

上のための支援 (社会開発支援事業)、 ②緊急時の人道支援 (緊急人道支援事業)、 ③人を育てる支

援 (人材育成支援事業)の 3本柱を中心に事業を展開する予定であった。また、全ての事業を

SDGsの達成 と紐づけて実施するよう心掛けると共に、「事業の質の向上」と「ファン ドレイジング

の拡大」を車の両輸として捉え、事業推進体制の更なる強化と新たなファン ドレイジング施策の実

施による自己財源の拡大を目指す計画であった。

しかしながら、新型コロナウイルス感染症 (COVID‐ 19)拡大に歯止めがかからず、東京都や首

都圏においては継続的に緊急事態宣言やまん延防止等重点措置が発令され、大変厳 しい状況が続い

た。秋以降一時的に新規感染者数の増加が抑えられた時期もあったが、2021年末からはオミクロン

株による新規感染者の爆発的拡大が全国的に起こり、予断を許さない状況が続いた。このような状

況下、BInヽ としては「BⅢ 新ヾ型コロナウイルス感染拡大防止のための対策方針」に基づき、B皿ヾ

役職員やボランティア、関係者の安全を最優先に各種支援事業や組織運営を行った。今後もコロナ

以前の日常に戻ることはないという前提に立ち、「W� コロナ時代の新たな支援活動と組織運営の

あり方」を模索した 1年であった。

事業関連では、社会開発支援事業に関しては、BHNが支援活動を展開している国 。地域の多く

は日本 。東京から出張できない状況が続き、海外 。国内案件共に現地主体且つ リモー トを前提とし

たプロジェク ト推進体制の構築に取 り組んだ。 とりわけ、B:Ⅲ 最ヾ大の支援国であるミャンマーに

関しては、2021年 2月 に発生した軍事クーデター以降混迷状態が続いてお り、コロナ感染再拡大も

重なって、当初計画の度重なる遅延を余儀なくされ、外務省 日本 NGO連携無償資金協力 (N連)2
案件の終了時期が 2022年度にずれ込む等、大変厳 しい状況が続いた。今後も、現地サイ ドや関係

諸機関との連携を密に行い、最新状況の把握や リスク分析を適切に行った上で、BHNス タッフや

関係者の安全確保を第一に、無理のない範囲でプロジェク トを推進する。緊急人道支援事業に関し

ては、2021年度においては海外 。国内共に実施はなかった。人材育成支援事業に関しては、コロナ

禍の中では従来のような集合型研修の実施は難 しいため、オンライン型研修 (オンデマンド、ライ

ブ)やオンラインとオンサイ トのハイブリッド型研修をそれぞれの案件状況に応 じて実施 した。

組織運営に関しては、コロナ対策の一環としてテレワークや時差通勤を推奨 し、ウェブ会議シス

テムの活用等も積極的に行った。また、w� コロナ時代の新たな働き方に適応するため、昨年度導

入 した支援者管理システム (Sdcsbrcc)や MicЮso■ 365(■ans)の更なる活用を促進すると共

に、ワークフローシステム (コ ラボフロー)を新たに導入して、決裁文書のペーパーレス化や押印

廃止にも取 り組んだ。このように、B皿ヽ内部のデジタル・ トランスフォーメーション (DX)を推

進することで、効率的且つ生産性の高い働き方の実現を目指 した。

2021年度決算は、経常収益 283,47千 円 (予算比 81%)、 経常費用 274,025千円 (予算比 80%)、

当期経常増減額 9,422千 円 (予算比 129%)、 税引後当期正味財産増減額は 7,503千 円 (予算比

104%)と なった。新型コロナウイルスとミャンマー軍事クーデターの影響により先が見通せない

状況が続く中、N連案件の終了時期が来期にずれ込んだことで一般管理費相当分の収益も来期に延

伸になる等、大変厳 しい状況ではあったものの、会費やポイン ト寄付金の堅実な獲得 とコロナ禍で
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の各種事業の計画変更による経費未発生、各部門での経費削減効果等により、結果として当初予算

から若干の収支改善となった。

2.事業の実施に関する事項

(1)特定非営利活動に係る事業

I.生活向上のための支援 (社会開発支援事業)

A.海外案件

1. ミャンマー・ カ レン州・モン州における紛争被害者 を とした住居電化事業対象

・ 外務省資金にて日本財団とのパー トナーシップにより実施する第 5期事業 (予算 2.83億 円)に
関し、下記 2つの事業を 2020年 12月 1日 に開始 した (当 初終了時期 2021年 11月 30日 )。

(1)家庭用ソーラー電化設備をカレン族系及びモン族系武装組織 (以下 EAO)勢力下の各エ

リアの住居 6,844戸 に設置。

(2)コ ンピュータ教育用設備をカレン族系武装勢力要望により9カ所の学校に設置。

・ 事業開始後、2021年 2月 1日 の軍事クーデター及び昨夏のコロナ感染拡大による事業中断のた

め、終了時期を 2022年 5月 31日 に 6カ月延長 したが、その後も金融情勢混乱による ドル送金

の遅延及び中国深り||の資材生産工場がコロナ禍のロックダウンで停止する等の影響で、8月 31

日まで更に 3カ月再延長 した。また、カレン州では治安の混乱等を踏まえ、州政府・各 EAO
と調整 し、家庭用ソーラー電化設備の設置対象村及びコンピュータ教育用設備設置対象校を紛

争の影響の少ないエリアに変更している。

・ コロナ感染拡大が落ち着きを見せた昨秋の事業再開以降、概ね順調に推移 しているが、カレン

州一部エ リアでは緊迫 した治安情勢が継続 し、ガソリン価格高騰、中央銀行通達によリドル送

金が停止する等の混乱もあり、事業環境は予断を許さないが、現地職員等の安全確保を第一と

した事業運営とし、各種安全対策に引続き万全を期す考えである。

・ 尚、現地 EAOか らは人道支援に関わる各種要望を引続き受けていることから、今後更に精査

し、紛争被害者の生活向上に真に貢献できる次期(第 6期)プロジェク トを検討 していく。

2.ミ ャンマー・ラカイン州グワ郡の学校及_ における防災支援及び保健衛生意識向上事業

本件実施期間は当初 2021年 3月 10日 ～2022年 3月 9日 であつたが、2021年 2月 に起きた軍

事クーデターとコロナの影響を受け事業推進が遅れたため、外務省 と相談して実施期間を約半

年延伸して 2022年 8月 31日 までとして現在推進中である。

今のところ、LCA(L∽ming&Communication Asslst)シ ステムの設置を、第 1年次にコロナの

影響で設置できなかった 11校と第 2年次分 15校の計 26校で完了させた。また、提携団体の

PII(Peoplc's Health FoШd�on:国民健康協会)|ま 15校の生徒の保健衛生意識向上に関する

ベースラインサーベイを行った。

しかしながら、軍政府の方針で、従来 日本からの ドルによる事業費送金分は ドルで引き出すこ

とができたが、現在は現地通貨での引き出ししか認められていない。また、現地通貨での引き

出しの場合でも特別口座を開設する必要があり、現在その回座開設の準備中である。

このような状況下、今後予定しているスケジュールが更に遅れることも十分予想され、再度の

事業期間延長も必要となる可能性も出てくることが懸念される。

次期 N連案件を外務省に対 して申請 していたが、2021年 10月 に不採択の通知があったため、

2022年度の受注を目指す。また、外務省のみならず国連等他の機関からも受注することも検討

していきたい。
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3. ミャンマー 医療 ICT支援事業

総務省公示案件 「ミャンマーにおけるIoT機器 (モバイル胎児モニター)に よる母子保健サー

ビス向上周産期死亡率低減に関する調査研究」を 2020年 12月 17日 付で約 2,700万 円 (税抜

き)で落札 した。当初の事業期間は 2020年 12月 17日 ～2021年 3月 末までの 3カ月間であっ

た。

コロナ禍の状況を考慮 し、当初からミャンマー側カウンターパー トに実作業を依頼する方針で

コンソーシアムを組み活動してお り、キックオフミーティングを終え、モバイル胎児モニター

のミャンマー通関も終えた状態であったが、コロナに加えて軍事クーデターの影響もあり、現

地政情不安の状況下で、現地での作業が中断した。総務省 と対応を協議 した結果、2022年 3月

末まで事業期間を延伸した。

現地 日系企業のプロジェク トメンバーの貢献により情報収集が進み、2022年 1月 末に報告書を

まとめて総務省に提出した。その後、総務省からの指摘事項を反映し、3月 30日 に請求書と共

に納品した。一部修正作業が 4月 にずれ込んだが、修正版の納品を行い、総務省からの支払い

も完了した。

4.APT社会開発支援事業

APT¨C2ス リランカ :スマー トシティ

本 件 は 、 2020年 度 APTC2案 件 と して 採 択 され た 「P」Ot■●ect br Cre“ iOn Of SellsOr― based sm激

Ⅵllage with Disa■ er Res■ent Dis�butedArea Communic“on Nc,ork(総 予算 :US$159,384)」

で、同年度内完了を予定していたが、COVID-19の 影響で 2020年度は実質的にプロジェク トを

進捗できなかった。このため APTに対 しては、状況を報告 し延期の了承を得てきた。

2021年度は、10月 頃よリスリランカの COⅥD-19が改善し始め、日本・スリランカ合同チー

ムによる現地調査方針を現地チームによる単独調査に変更し、 日本チームが調査手法等詳細を

サポー トして第 1回現地調査を 11月 に実行 した。

この報告書に基づき、現地に整合するシステムとなるよう現地側 と調整を行いながら具体的な

設計を進めると共に現地エンジニアによるアプリケーションソフ トの開発に着手 した。

当初 2021年度がプロジェク トの完了年度と位置づけて進めてきたが、現状では同年度末の完

了は実現不可能と判断し、2022年 12月 完了に工程を変更し、メンバーの健康・安全を十分考

慮 して、総務省、APTと 連絡を密に取 りながら2022年度もプロジェク トを継続 して行 く。

APIC2ミ ャ ンマ ー :COVID‐19統合 医療 ソ リュー シ ョン

2020年度に採択された本案件に対 して、日本のノウハウ・技術 (胎児心拍モニター、ハ位.5セ

ンサー、NcrvcNd等)を提供する等、活動主体であるミャンマー・ コンピューター・ フェデレ

ーション (MCF)をサポー トし、ミャンマーの有する技術 と日本の技術を一体として COⅥD―

19向 けICT医療ソリューションの有効性実証事業を推進すべく準備 していたところ、ミャンマ

ーにおける政治状況の混乱、及び COⅥD-19感染拡大が勃発 した。

APT事務局から、社会情勢が落ち着くまでプロジェク ト開始を見送るよう指示があり中断して

いたが、10月 21日 にMCFか らAPTに対 してプロジェク ト再開許可申請がなされ、28日 に

APTか ら国営銀行にプロジェク トロ座を開設することを条件にプロジェク ト再開許可が下り

た。プロジェク ト実施期間は 2022年 1月 ～12月 に変更された。

現在、APTか らの前受け金受取口座開設等、事前準備を行っている。



5。 APT‐C1/C2新規開拓案件

APT―Clフ ィリピン :教育・医療

2019年度に提案 した APICl案件の不採択後、再提案を試みたが、フィリピンのコロナ感染拡

大を受け、やむなく2020年 9月 、2021年 9月 の再提案を見送った。

フィリピンチームはコロナ感染の収束やワクチンの一般普及が活動の前提との考えであるが、

2022年 1月 から変異株の出現でコロナ感染がかつてない急拡大となり、1月 半ばには 1日 4万

人とピークを迎えた。その後減少に向かい、3月 末には数百人程度になつている。

しかしながら、ワクチン接種状況は 3月 末に 2回 目接種率がやっと58%になったものの 3回 目

はまだ 10%と 低水準に留まつている。変異株を考慮すると3回 目の普及が今後の課題である。

このような状況の中で昨年末以降、コロナ禍での授業に役立ててもらうべくイフガオ大学に教

育用のタブレット100台 を寄贈する提案を行い、賛意を得たので 3月 中旬にイフガオ大学との

間で寄贈合意書を締結 し、現在送付準備中である。今後もフィリピンチームと情報交換を進め

状況把握に努めることとする。

APIClミ クロネ シア連邦 :医療 ICT

2020年度はミクロネシア連邦側のカウンターパー ト (FSM)が対応できず、提案を見送った案

件である。2021年度は APT提案に向けて、早期に関係者の合意形成、及び推進体制の確立を

行 うべく、FSMと の接触を模索してきたところ、7月 末、KDDI財団から共同の案件形成活動

の打診があった。協議の結果、KDDI財団は FSMに人脈があることが判明し、共同で APT提

案を行 うことで合意 し、9月 17日 に提案を行った。その後、10月 26日 に APTに よるヒアリン

グが行われ、12月 28日 に採択通知が発出された。

2022年 1月 に FSMと キックオフミーティングを行った。現在、調査実施の承認手続き中であ

り、承認され次第、日本での視察等、調査の具体化に向けた作業を開始する。

` 
社会開発支援事業 (新規開拓)

総務省はウズベキスタンと2019年 12月 に ICT分野における協力覚書を締結 したことを契機に

タブレット端末を提供 したことで、BHNと 在 日ウズベキスタン大使館 との人的交流が深くなっ

た。今後、保健医療分野での ICT利活用プロジェク トの開拓に向けЛCA(国際協力機構)案
件立案に努める。

J■℃ (海外通信 。放送コンサルティング協力)が ЛCAよ り受託 した課題別研修 「社会課題解

決のための DXの推進一日本の Socicty5.0に 向けた挑戦―」に協力し、企画立案 と共に 2022年

1月 20日 ～27日 に実施された研修にオンラインで参加 した。今回は福島県会津若松市、香川

大学等の取 り組み事例をヨルダン、エジプ ト、ナイジェリア、パレスチナ、ウガンダ、モンゴ

ル、ペルーの ICT政策に携わる行政官に講義 し、新規案件の布石を打つと共に 2022年度も継

続 して本研修を企画することで、ЛCAと の交流を深めたい。

B。 国内案件

1.熊本地震被災者支援事業

・ 2016年 4月 に発災した熊本地震被災地、熊本市・益城町等 7市町村の避難所 (6カ所)及び仮

設住宅団地集会所 (47カ所)を対象に BIDJパ ソコンコーナーを開設 し、2016年 6月 ～10月

PF(ジャパン・プラットフォーム)助成事業を実施 した。その後、2つの受託事業、3つの助

成事業、B皿ヾ自主事業「熊本地震地域 ICT支援事業」を組み合わせて支援活動を継続 した。

・ 2021年 10月 10日 には、デジタル庁主催 「デジタルの日オンラインイベン ト」において「熊本

県被災地における高齢者へのデジタル活用支援プロジェク トチーム」は「誰一人取り残さな
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一

い、人に優 しいデジタル化に多大な貢献をした」として 「2021年デジタル社会推進賞デジタル

大臣賞 (銀賞〉」を受賞した。

2021年度は、新型コロナウイルス感染防止対策を最優先 し、これまでの ICT支援ツールである

パソコン・プリンター・ ドコモおくダケ Wi_Fi回線に、ウェブ会議・タブレット・スマホ・ポ

ケットC02セ ンサー・hOmc50SH-52Wi―Fiルータ等を加え、「ネット活用型被災者支援活動」

を強化して支援活動を継続 した。2021年 11月 以降は、災害公営住宅団地集会所 (南阿蘇村馬

立団地、益城町下辻団地)に対象を絞って支援事業を継続 した。また、集約残置された益城町

木山仮設住宅団地集会所 (3カ所)での支援活動を継続 した。

西日杢壼雨被災者支援事業

2018年 7月 に発災した西 日本豪雨被災地、広島県呉市・坂町・三原市の仮設住宅団地集会所

(5カ 所)に BINパソコンコーナーを開設 し、同年 8月 ～2019年 1月 JPF助成事業を実施 し

た。その後、BIN自 主事業で支援活動を継続 し、支援対象に三原市本郷町・船木地域支援セン

ターを加えた。2020年 4月 、住民退去が進行した仮設住宅団地集会所から順次パソコンコーナ

ーの撤去・回収を進め、同年 7月 二原市での支援活動を完了した。2020年 9月 、呉市天応地区

では災害公営住宅団地集会所にパソコンコーナーを移設 して支援事業を継続 した。

2021年度は、呉市天応地区及び安浦地区を対象に、新型コロナウイルス感染防止対策を最優先

し、これまでの ICT支援ツールであるパソコン・プリンター・ ドコモおくダケ Wi一Fi回線

に、クラウド・SNS・ タブレット・スマホ・ポケットC02セ ンサー・hOmc5G/SH-52Wi― Fiルー

タ等を加え、「ネット活用型被災者支援活動」を強化 して支援事業を継続 した。

2021年 7月 及び 8月 の豪雨災害に対し、対象地域を広島県と島根県に絞 り現地調査活動を実施

した。西日本豪雨被災者支援活動の経験・ノウハウを有する B皿ヽ広島事務所を基点とする
「令和 3年 7月 ・8月 豪雨被災者支援活動」を本支援事業に追加 し一体的に実施することとし

た。ICTを活用した支援活動に対する要望が確認された地域から2カ所 (広島市及び島根県大

田市)を対象に、ICTを活用 した防災対策研修メニューを更に充実させて取 り組んだ。

3.旦塵 量:聖!f:]堕:菫:窒:量!塑昼三:と1ゴ:生:望豊業
。 東日本大震災以来、日本各地で大規模災害が頻発している。近い将来、南海 トラフ巨大地震や

首都直下地震等の大規模広域災害の発生も予知されている。このような状況下、多くの経験・

ノウハウを獲得してきたB皿 国ヽ内災害被災者支援事業が次 に々終了を迎えることから、「∫現地
事務所の維持」、「ICTを活用 した被災者支援活動の経験 。ノウハウのデジタル化」、「ICT支援

活動拠点のネットワーク化」を目指 し2019年度よりBHN自 主事業として本事業を開始した。

・ 宮城県の地元組織が継承した「復興地におけるパソコン教室」は、2019年度 7コース、20年

度 7コース、21年度 3コースが計画・実施された。宮城事務所では研修用パソコンに加えて、

タブレット・ポケットC02セ ンサーを貸出して本事業への協力を継続 した。

・ 東 日本大震災支援を担当した宮城事務所は、経験・ノウハウのデジタル化として、2020年 1月

「石巻市仮設大橋団地公開型仮設住宅団地自治会運営管理資料デジタル版」を発行 し、6月 に

原本及びデジタル版資料、10月 に「タブレットに収納 したプレゼンテーション資料及び映像録

画資料」を石巻 じちれんに配備 した。2021年 10月 より石巻 じちれんと連携 して 「タブレット

研修会を取 り入れた大規模復興団地の地域コミュニティ再生・活性化支援活動」を開始 した。

・ 2021年度、熊本地震・令和 2年 7月 豪雨被災者支援事業、及び西 日本豪雨・令和 3年 7月 ・8

月豪雨被災者支援事業において、経験・ノウハウのデジタル化準備に着手した。



４
４ 金匡二生丘」国L重豊二」曼L量囲 1星室重」困豊 業

宮城事務所では、2019年 10月 に発災した令和元年台風 19号で被災した宮城県大郷町・丸森町

を対象に現地調査に入った。2020年 1月 に地元行政部門に対 し訪問調査を実施 した。同年 1月

に宮城事務所の体制を強化 し、宮城県丸森町等に建設された仮設住宅団地等を対象に BHN自
主事業として本事業を開始 した。

2020年 10月 に丸森町役場及び社会福祉協議会を訪問し、「石巻市仮設大橋団地自治会運営管理

ノウハ ウを効果的に普及活動するためタブレットに収納したデジタルプレゼンテーション資

料」と「仮設住宅団地集会所 (6カ 所)及び社会福祉協議会へ配備用の新型コロナウイルス感

染防止対策に有効なポケットC02セ ンサー」を準備 して、現地調整会議を実施 した。同年 11

月丸森町長より C02セ ンサーに対し感謝の手紙が届いた。更に、社会福祉協議会から実際に

被災者支援活動の場面で有効に活用 している写真が届いた。

2021年度、宮城事務所では、10月 丸森町内の被災状況・復興状況を改めて訪問調査 した。新

たな現地要望を確認できなかったことから、2022年 3月 末で本事業を終結させ、国内災害 ICT

支援活動拠点ネットワーク事業に組み入れて今後に備えることにした。

5.令和 2年 7月 豪雨被災者支援事業

熊本事務所では、2020年 7月 に発災した令和 2年 7月 豪雨で被災した球磨川流域 4市町村 (芦

北町、人代市、人吉市、球磨村)を対象に、熊本県の中間支援組織 KVOADと連携 して現地調

査・調整を進めた。新型コロナウイルス感染症が蔓延 している時期と重なったことから、同一

県内に拠点を持つ熊本事務所の体制を整備 し、8月 よりBmヾ 自主事業として本事業を始めた。

熊本地震被災者支援事業で獲得 した経験・ノウハウを活用 し、一体的に実施することにした。

2020年 10月 、芦北町・ゆのうら会会場でキックオフミーティングを行い、スマホ研修に力を

入れた支援活動に着手し、この模様は地元新聞に大きく報道された。BINパ ソコンコーナー開

設を目指した地元行政部門及び現地自治会に対する現地調整は、コロナの蔓延時期と重なり困

難を極めた。同年 10月 芦北町・ゆのうら会会場、11月 人代市仮設住宅団地集会所、2021年 7

月芦北町女島ゆめもやい緑地仮設団地集会所及び人吉市村山公園仮設団地・西間上第一仮設団

地集会所、11月 球磨村仮設住宅団地集会所に順次パソコンコーナー (計 8カ所)を開設 した。

2021年度は、コロナ感染防止対策を最優先 し、熊本県市街部と球磨川流域市町村をネットで結

び、パソコン・プリンター・ ドコモおくダケ Ⅷ―Fiに加えて、ウェブ会議、タブレット、スマ

ホ、ポケットC02セ ンサー・home50SH-52Wi― Fiルータ等を活用する「ネット活用型被災者支

援活動」の準備作業を継続 した。

6.量型三二±2∠ルス対応支援皇業

電気通信大学等から寄贈されたタブレット端末に対 し、総務省による海外 ICT支援の一環でパ

デコ社が輸送等の経費案件を受託 し、BI■Jは再委託契約により端末の充電・初期化等の機能確

認作業を行った。この予算でパラオ (小学校算数授業改善 :1,250台 )、 ウズベキスタン (ウ ズ

ベキスタン・ 日本青年技術革新センター研究促進 :1,420台 )、 パプアニューギニア (初等教育

における授業の質の改善 :1,200台 )、 ケニア (弱視者治療、非感染症疾患を対象とした遠隔医

療プラットフォームの構築 :130台)での ICT利活用事業に貢献できると期待 している。

また、BHN自 己資金でスリランカの ICT教育支援のために 370台、カンボジアで香川大学が

進めるЛCA草の根技術協力事業 「衛生教育改善のための事業」を充実させるため、100台 のタ

ブレットを提供する準備を行つている。更にフィリピンでの教育支援事業も検討中である。

´
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ウズベキスタンヘのタブレット端末導入ワークショップが総務省、在 ウズベキスタン日本大

使、在 日ウズベキスタン大使、タシケン トエ科大学の関係者等の参加の下、オンラインで開催

され、多くの方々より端末の提供元であるBIDJに対 し感謝のメッセージを頂戴 した。

Ⅱ.緊急時の人道支援 (緊急人道支援事業)

・ 2021年度においては、海外・国内共に緊急人道支援事業の実施はなかった。

III。 人を育てる支援 (人材育成支援事業)

1.BIN人 材育 プログラム

2021年度は、コロナウイルス感染症の影響で昨年度実施を見合わせていた、第 22回後期研修

と第 23回前期研修を開催 した。

第 22回後期研修は、2021年 10月 14日 ～29日 の期間、学習ソフ トMoodlc利用による遠隔方

式により実施 した。参加研修員は、バングラデシュ、カンボジア、ラオス、ミャンマー、フィ

リピン、スリランカ、ウズベキスタン、ベ トナムの 8カ 国から 8名 となった。今回はビデオ録 ,

画した講義を随時オンデマン ドで受講できる方式としたため、日中業務から離れられない研修

員には好都合であったが、受講履歴を見ると早朝や深夜の受講も日立ち、業務の都合で受講修

了が 4カ月後になった特例もあった。

第 23回前期研修は、マレーシア・マルチメディア大学 (MMU)に委託する形で、2022年 3月

4日 ～31日 の期間実施した。研修方式は技術系 2教科、事務系 2教科、共通 l教科、合計 5教

科 (各研修員は 3教科を履修)と なり、各教科 30時間 (内訳は 15時間がオンラインリアルタ

イム、15時間が自習方式)と なった。参加研修員は、バングラデシュ、カンボジア (2名 )、

ラオス、ミャンマー、フィリピン、スリランカの 6カ 国から7名 となってお り、インドネシ

ア、ウズベキスタン、ベ トナムは各国事情により不参加となった。

|. 」四J4研修

アジア太平洋地域におけるICT分野の指導的人材を育成すると共に地域内社会 。経済の発展に

資することを目標 として研修事業の企画・実施を行った。

2021年度 APT研修事業 (EBC―J)については、下記のテーマを中心に研修プログラムの編成企

画を進めた。

(1)デジタル化の進展に伴 う新たなビジネスの生成等の実例紹介等を通 じて、DXが もたらす

社会経済へのインパク ト・地域から見た諸課題等につき知見を深める。

(2)アジア太平洋地域においても、都市部―地方の格差問題に加えて、今後は少子高齢化社

会の到来・労働人口の減少等の新たな課題に直面することが想定されることから、各種

ICT利活用事例 (農業・保健医療等)を通じて、ICTに よる問題解決への理解を深める。

2021年度は、2022年 2月 8日 ～17日 オンライン方式により実施 した。受講者は、ビデオ収録

した講義・事業紹介等をオンデマン ド方式で受講すると共にメール等を利用 して講師等との間

で質疑応答・意見交換を行った。また、一部講義につきオンデマン ドと併行 して Zoomを用い

たライブ (Web会議〉方式による研修を導入、より効果の上がる研修形態の検討・検証を行っ

た。

BIN人材育成支援事業全般の DX推進を図るため、オンライン研修サイ ト (2020/21年度)の
構築とAPT研修に加えて他の人材育成支援事業のオンライン方式導入支援を行った。



3.BHN桑 原基金寄付講座

2021年度電気通信大学前学期講座 「SDGsを支える情報通信論」の講義をオンラインとオンサ

イ トのハイブリッ・ド方式で実施 し、計 11回の個別講義と演習課題発表会を無事終了した。留

学生及び日本人の受講生 (計 29名 )に対し、コロナ禍での講義となったが,受講生の社会的

課題への認識は高まったものと考えられる。これら課題解決に向けたプロジェク ト企画では、

更なる Bmヾ の支援が必要である。

10月 より、後学期講座 「国際科学技術コミュニケーション論」の講義がオンラインとオンサイ

トのハイブリッド方式で開始され、標準化活動の全体像の把握 と日本技術のグローバル展開で

の重要性について紹介され、2022年 1月 末に予定されたカリキュラムを全て終了した。課題と

しては、日本人学生の参加者が少なかったことが挙げられるので、今後は、幅広く学生に関心

を持ってもらえるような働きかけを行っていきたい。

4.型塾整雹巨基金奨釜金絵付

昨年度の第 1次募集に応募 してきたラオス元研修員は、政策研究大学院大学 (GRIPS)の合否

確定が 2021年 6月 にずれ込んだため、その間サポー ト対応に追われることとなったが、結果

は合格が叶わず、第 1次は留学生ゼロとなった。

今年度予定していた第 2次募集について、2021年 4月 末に BⅢ 人ヾ材育成プログラムに参加 し

ている 9カ 国に対 し第 14回～21回研修までの参加研修員 63名 を応募資格者 とする招待状を発

送し、今回は 3名 の応募があった。その内バングラデシュからは、監督省庁に出向中の 2名 が

GRIPS留学希望、カンボジヽアからは 1名が一橋大学ビジネススクール (HUB)留学希望とい う

内訳であった。選考委員会で検討の結果、3名全員を奨学生として承認することとなった。

3名 の奨学生について、バングラデシュからの 2名

は 見事 GRIPSの公共政策修士課程 1年コースヘの留学が内定したが、ⅢBを 目指 し

た奨学生は必要な GMATの受験が同国の事情で遅延 したためHUBへの応募がよリハー ドルの

高い第 2次募集への応募とならざるを得なくなり、高い壁に阻まれる結果となった。

2名 の留学内定者は 2022年 6月 に正式決定の予定で、10月 初旬からのコース開始に備え、9月

下旬には来 日が見込まれている。今後 BHNと しては、未体験の留学生への具体的な対応方針

や BHNの体制を早急に検討 し決定する必要がある。

IV.事業の質の向上

1. 事業推進ユニット

BHNの ラジオ放送設備に関する技術的ノウハウを活用 した国内での支援活動の可能性について

意見交換を行い、国内でのニーズを具体的に把握するための活動について検討 した。今後、

BIINの小規模調査活動事業として具体化 していこうと考えている。

海外を含む各地での災害支援活動において、必要な資材を効率的に調査し、配分できるように

なる BⅢヾの共有ツールを提供できないか、検討を開始 した。そのファース トステップとし

て、実際に現地で支援活動に従事 した方々からの意見をヒアリングしている。

社会開発支援グループ及び緊急人道支援グループメンバーを対象に、事業推進ユニット主催の

勉強会を開催 し、ネパール事業・東 日本大震災支援事業関係者から、プロジェク ト遂行上の知

恵や工夫について共有した。また、スフィア・プロジェク ト (人道憲章と人道対応に関する最

低基準)や開発・人道支援の現場で支援者から支援される人々に対するPSEAH(性的搾取・

暴力・ハラスメン トからの保護)について相互に学ぶ機会をつくり、事業に係るノウハウや知

識の蓄積・向上を図った。
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今後も個人の持つノウハウや知見を他の事業関係者へと広げ、組織知にしていくための取 り組

みを行っていきたい。

(2)その他事業

・ 当該年度は実施なし。

3.業務運営に関する事項

1.総全・理事会

・ 2021年度は下記の通り、1回の総会と5回の理事会が開催された。

総会は、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、役職役員 と事務局長のみが出席する形

で開催され、会員の皆様には事前の議決権行使にご協力いただいた。講演会と懇親会も、関係

者の健康・安全を第一に考慮 した結果、中止 とした。

理事会は、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、全て書面表決にて開催 された。

新体制発足後の第 93回理事会において、理事長 副理事長 :

がそれぞれ選任された。

2.胆盤運営
・ 今年度はコロナ禍の中、最新の 「BⅢヽ新型コロナウイルス感染拡大防止のための対策方針」に

基づき、テレワークや時差通勤の奨励、職場内の感染防止策の徹底等、BⅢ 役ヾ職員やボランテ

ィア、関係者の安全を最優先に組織運営に取 り組んだ。
「W� コロナ時代の新たな働き方」に適応するため、B皿ヾ内部のDXに積極的に取 り組み、

効率的■つ生産性の高い働き方の実現を目指 した。具体的には、昨年度導入 したクラウド型支

援者管理システム (salcsお rce)と Microso■ 365(■mls)の全面的な活用を促進 し、新たにワ

ークフローシステム (コ ラボフロー)を導入 して、ペーパーレス化と押印廃上にも取 り組ん

だ。とりわけ、「■ams活用促進サポー トチーム」を立ち上げ、Teamsの活用促進に向けたきめ

細かなサポー ト体制を構築 した。

・ 総会後の新体制発足に伴い、BI側
・
が実施 している事業や組織運営についての理解を深めていた

だくため、新任理事長・理事を対象に事業概要説明会をウェブ形式にて実施 した。

・ 日本 ITU協会賞の受賞に関して、B]]ヾ が推薦 し が「創立 50周年記念賞」を、

が 「特別功労賞」を、 が「功績賞」をそれぞれ受賞した。

・ 2022年 3月 末現在の会員数は、個人正会員 194名 (前年度 207名 )、 個人賛助会員 105名 (前

年度 103名 )、 法人正会員 46社 (前年度 50社 )、 法人賛助会員 9社 (前年度 11社)と なって

いる。全般的に減少傾向にあるのが課題である。
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総会/理事会 開催 日 承認議案

第 92回理事会 2021年 6月 11日 「顧問 。参与の委嘱」、「総会提出議案」

第 23回総会 2021年 6月 18日 「2020年度事業報告 。決算報告」、「定款の一部改正」、
「役員人事」

第 93回理事会 2021年 7月 1日 「役職役員人事」、「役員報酬の支給」

第 94回理事会 2021年 9月 17日 「2021年度事業報告 (4月 ～8月 )・ 収支見込み」、「役員

人事」

第 95回理事会 2021年 12月 17日 「2021年度事業報告 (9月 ～11月 )。 収支見込み」、「参与

の委嘱」

第 96回理事会 2022年 3月 18日 「2021年度事業報告 (12月 ～2月 )。 収支見込み」、「2022

年度事業計画・収支予算」



3.財務基盤強イ

NT「 グループ企業より、ポイン ト制度を利用した多額のポイン ト寄付をいただいた。BI■ヾの

活動全般と特定プロジェク トのために大切に使わせていただく。

NI「 コミュニケーションズ (株)よ り、B:[■ 人ヾ材育成プログラムヘの多額のご寄付をいただ

いた。

(―財)逓信同窓会、こぶし会より、Bnヾ 活動全般のために多額のご寄付をいただいた。

エックスモバイル (株)よ り、CRM連携 (寄付付き商品による支援)を通 して、B]Nの活動

全般のために多額のご寄付をいただいた。

西 日本の Nl■]グループ企業より、関西事務所主催の 「講演会・写真展」への多額のご寄付を

いただいた。

4.安全管理・危機管理

ミャンマーにおける 2021年 2月 1日 の軍事クーデターによる治安の悪化や新型コロナウイル

ス感染拡大のリスクの高まりを受けて、ミャンマー安全情報シー トの運用を開始した。これ

によって、これまでチーム内に留まっていた情報を、チームを超えたミャンマー事業関係者

全体で共有できる仕組みができた。

危機管理に関してもオンラインで一定程度対応できるよう、■ans上でエクセルシー トを使

った情報共有やコミュニケーションについて検討及び トライアルテス トを行った。今後更に

メンバーを広げて演習を行い、危機管理時の対応能力の向上を目指 したい。

NGO安全管理イニシアティブ (INISS)主催危機管理メディア対応研修に 2名 、ファース ト

エイ ド・フォローアップ研修に 5名 、危機管理対応オンラインセキュリティ研修に 1名 が参

加 し、安全管理に関する組織内の能力強化を図ることができた。今後ともこのような外部研

修への積極的な派遣を通 して関係者の能力強化を図っていきたい。

5。 広報 。啓発活動

年間を通して、ウェブサイ トを中心にメールマガジンや SNSと も連動 した広報をタイムリーに

実施 した。とりわけ、日本在住の英国人と校正契約を結び、英語版ウェブサイ トのブラッシュ

アップに取 り組んだ。2月 には新たに広報・総務担当の事務局次長を配置 し、広報関連業務の

質の向上と新規ファンドレイジングに向けての体制強化を行った。

会報誌『■lccomク ロスロー ド』に関しては、第 76号 (特集テーマ :東 日本大震災から 10

年)を 5月 に、第 77号 (特集テーマ :APT研修)を 12月 に発行した。通信興業新間の「BHDヾ

会員からの活動レポー ト」に関しては、計 10回 レポー トが掲載された。

イベン ト出展に関しては、例年東京 。お台場で開催されていたグローバルフェスタJApNは
コロナの影響もあり規模を縮小 してハイブリッド形式で開催されることとなり、BHNと しては

コロナ禍のため出展を見送った。2021年 12月 24日 ～2022年 1月 10日 、台東ボランティア・

地域活動サポー トセンター主催イベン ト「パネル展」にポスター掲示という形で参加 した。

関西事務所では、毎年 11月 に 「講演会・写真展」を開催 しているが、今年もコロナ感染状況

を勘案 しウェブ方式で 11月 1日 ～15日 に実施 した。2022年 2月 のワン・ワール ド・フェステ

ィバルについてもオンライン方式での開催 となり、「オンラインブース」にBHNの活動紹介動

画を出展 した。

ヒ・ ファンドレイジング

10

以 上
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活 動 計 算 書
[税込](単位 :円 )

自 2021年 4月 1日  至 2022年 3月 31日特 テ レコム支 協議会

【受取会費】
正会員会費
賛助会員会費

【受取寄付金】
受取寄付金

受取一般ホ・イント寄附

受取特定目的ホ・イント

受取特定目的寄附

募金収入

【受取助成金等】
受取補助金

【事業収益】
受託事業収益

【その他収益】
受取 利息

雑 収 益
経常収益 計

【経常費用】
【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業)

賞与 (事業)

現地補助給料〈事業)

法定福利費 (事業)

通 勤 費(事業)

福利厚生費(事業)

人件費計
(その他経費)

業務委託費 (事業)

支払報酬 (事業)

諸 謝 金 (事業)

印刷製本費 (事業)

会 議 費(事業)

旅費交通費(事業)

通信運搬費(事業)

消耗品 費 (事業)

新聞図書費 (事業)

修 繕 費 (事業)

水道光熱費 (事業)

支援用機材費(事業)

賃 借 料 (事業)

保 険 料 (事業)

租税 公課 (事業)

研 修 費(事業)

支払手数料 (事業)

支払寄付金 (事業)

雑   費 (事業)

その他経費計
事業費 計

【管理費】
(人件費)

役員 報酬 (管理)

給料 手当(管理)

賞与(管理)

37,860,000

950 000 38,810,000

2,391,558

7,128,095

10,746,388

5,715,000

1 686 25,982,727

175,597,178

42,930,286

126,498

1,478

125,020
283,446,689

23,386.930

2,920,000

11,785,597

1,148,080

215,852

20.022

39 476 481

18,884,010

3,349,864

542,500

25,247

28,770

8,822,828

3,334,010

4,382,185

6,842

28,720

20,277

141,398,779

2,978,510

499,817

10,600

827,223

627,435

7,047,500

114,954
192,930.071

700,000

16,448,864

3,617.000

232,406.552



活 動 計 算 書

特定非営利活動法人BHNテ レコム支援協議会

[税込](単位 :円 )

自 2021`午 4月  1日  至 2022年 3月 31日

法定福利費 (管理)

退職給付費用 (管理)

通 勤 費 (管理)

福利厚生費 (管理)

人件費計

(その他経費)

支払報酬 (管理)

会 議 費 (管理)

旅費交通費 (管理)

通信運搬費(管理)

消耗品 費(管理)

水道光熱費 (管理)

賃 借 料 (管理)

広告活動費 (管理)

新聞図書費(管理)

保 険 料 (管理)

諸 会 費(管理)

租税 公課 (管理)

支払手数料 (管理)

研修費 (管理)

業務委託費(管理)

雑   費(管理)

その他経費計

管理費 計

経常費用 計
当期経常増減額

【経常外収益】
過年度損益修正益

為替差益
経常外収益 計

【経常外費用】
雑損失
過年度損益修正損

経常外費用 計

税引前当期正味財産増減額
法人税、住民税及び事業税

当期正味財産増減額
前期繰越正味財産額

次期繰越正味財産額

440,000

3,678

309,436

495,472

1,600,678

88,140

10,301,448

568,877

23,550

24,577

1,551,765

13,450

1,258,107

18,260

147,400

171,896

3,104,228

261,050

401,640

68,676

24 601 458

17, 016,734

41,618,192

133,444

3 016 693

28,716

4,969,973

274,024,744

9,421,945

3,150,137

4, 998,689

7,573,393

70,000

7.503,393

207 372 994

_=≧望曇墾≧



貸 借 対 照 表
特定非営利活動法人B田テレコム支援協議会 [税込](単位 :円 )

全

【流動資産】
(現金・預金)

現   金

普通 預金

ゆうちょ銀行

現金・預金 計
(売上債権)

未収入金

売上債権 計

(そ の他流動資産)

前払 費用

預け金
その他流動資産 計

流動資産合計

【固定資産】
(無形固定資産)

電話加入権
特定資産

無形固定資産 計

固定資産合計

資産合計

【流動負債】
未 払 金

前 受 金

預 り 金

未払法人税等

流動負債合計

【固定負債】
退職給付引当金

固定負債合計

負債合計

前期繰越正味財産

当期正味財産増減額
正味財産合計

負債及び正味財産合計

17,507,927

240,838,494

3 910 742

262,257,163

32,861,078

32,861,078

878,456

32 882

911 338

140,000

76 086 416

76 226 416

《負債の部》

1,899,513

153,895,147

605,131
70 000

909 817

《正味財産の部》

296,029,579

76,226,416

156,469,791

909,817

207,372,994

7,503,393

3月 31日

__旦ムとユ望L

157,379,608

214 876 387

の

__」と堕ユ望L



財務諸表の注ロ
特定非営利活動法人B,INテ レコム支援協議会 2022`年 i3月 31日 凛在

1.重要な会計方針
財務諸表の作成は、NPO法 人会計基準 (2010年 7月 20日  2017年 12月 12日 最終改正 NPO法 人

会計基準協議会)によつています。

(1).固定資産の償却方法
固定資産の償却方法は.定額法によつています。

(2).引 当金の計上基準
退職給付引当金 :従業員の退職給付に備えるため、当期末における退職給与債務に基づき当期末に
発生していると認められる金額を計上しています。なお退職給付債務は期末自己都合要支給額に基
づいて計算しています。

(3).消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込金額で計算しています。

2.事業別損益の状況
事業別損益の状況は別紙のとおりです。

3.使途が制約 された寄附金等の内訳
使途等が制約された寄附等 (寄附全・ 助成金・補助金)の内訳は以下の通りです。
当法人の一般正味財産は214,876,387円 ですが.そのうち102,520,669円 は熊本地震地域ICT支援やBHI桑原基金寄附藤座・奨学金制度他で使用される

財産です。また固定資産として140.000円 の電話加入権があります。
結果.掟途が制約されていない一般正味財産は112.215,713円 です。

内 容 期首 残 高 備 考

熊本地震地域iCT支援事業 3.015,938 1,201.925 2.927.349 6.200.514

西日本豪雨地域ICT支援事
業

9.223.900 1.320.511 2.648.714 8.403.o47

国内災害iCT支 援活動拠点
ネットワーク1日業

264.866 5.842.012 フ25.211 6.381.967

令和2年 7月 豪雨被災者支
援事業

3.lo4.389 7(I.(】)0 1.751.312 1.431.577

201∝令和元年)台風15号―

19号被災者支援事業
293,024 247.500 34,950 505.8'4

緊急初勁支援事業 0.920.674 500.000 4.420.0フ 4 受取会置から500.000円 振替

BHN人材青咸事業 5.014.000 5.014.000

ミヤンマー防災支援事業(8

,ス【)
18.286.504 18,286.504

前期繰越補助金総額は

“

,9■ 6o7円 、当期受入額との差
26.105,103円 は前受金に計上しています。

ミャンマー紛争被害者支援
事業(N連5期 )

157.310.074 157.010.074
前期繰越補助金総額は27●

“

0.505円 、当期受入額との差
121.157●21円 は前受金に計上しています。

曰HN桑原基金寄附講座・奨
学金制度事業

80,861,701 7.フ 75.285 76.086.416 当期事業費を特定資産(積立預金・指定)から取り崩しております。

計 100.685.322 190.309426 196.474079 102.520.669

科 日 翔首取得価饉 取 得 減 少

"末
取褥

“

傾

電話 加 入権 140 αЮ 14(OЮ
14()`κκ合 計 1“ .αЮ



勘定科目名称 社会開発支援 緊急人道支援 人材育成支援 その他事業 事業部計 管理部門 全事業所

正会員会費 37.860.000 37.860.000

法人正会員 37.200.000 37.200.000

個人正会員 660.0〈χ) 660.000

賛助会員会書 950.(XX 950.000

法人会員 670.000 070.000

個人会員 280.αЮ 280.((X

受取会費 計 ・38310.0●0 03,810,000

受取寄付金 2.391.558 2,391.558

一般寄附金 2.378.558 2.378.558

マンスリー 13.0100 13.OЮЮ

受取一般ポイント寄附 フ.123.095 7.123.095

受取特定目的ホ
・
イント 10.,46.388 10.フ 46.388 10.746.388

受取特定目的寄附 470.000 5.045K)(1)〔 ) 5.515.000 2∞ .(К 0 5,715,000

募金収入 1.686 1.080

25.982.727受取寄付金 i計 11.216.380 5.045.αЮ 16.261.380 0.721.339

受取補助金 175.597.178 175.507.178 175.597.178

受取助威金等 i計 175.597.170 175.597.178 175.507.178

受託事業収益 38.672.486 4.257.80(0 42,30.286 42.9100.286

42.900.286事業収益 計 30.672.486 4.257■ 00 42.930.200

1.478 1.470受取 利息

雑 収 益 110.000 9,000 119,(Ю0 6.020 125,020

126.490そヽの他収益 計 110,(Ю 0 91000 119,(X0 7.498

経常収益 計 2257:1361)52. 0 's.1tz.m 9((0 204.90フ』52 4s.53{i.ss7 283“14(,.689

人件費計 (事業 ) 34.090.947 2.262.445 3.123.089 39.476.481 39.476.481

その他経費計 (事業) 181.271.469 61.206 11.270.310 324.086 192.930.071 192.030Ю71

事業費 計 215.362.416 61.206 13.535.755
・ .|||・

0447.175 232● (〕6.552 202406.552

人件費計 (管理 ) 24.601.458 24.601.458

その他経費計 (管理 ) 17.016.734 17.016.734

管理費・計 41.618.192 41.618.192

経常費用 計 215.00`L416 61.206 13.535.755 3.447.175  ヽ 202.406.552 41.618.192 274.024.744

当期経常増減額 10.123.636 -61.206 ■

“

22●

“

-3430.175 2501.300 6.920645 9.421.0`15

過年度損益修正益 120.984 120.984 12.460 130.444

為替差益 1.570.585 1.570.585 1.446.100 0.016.693

経常外収益 計 1.691.569 1.691.569 1.458.508 ■150.137

雑損失 20.716 28.716 28.716

過年度損益修正損 4.969.973 4.969.973 4.960.973

経常外費用 計 ■998.089 4,998.689 4,998.680

税引前当期正味財産増減額 6.016.510 61.206 4.122.955 ―■438.175
"●

5.820 8.370.213 7.573,393

法人税、住民税及び事業税 瓦 αЮ 70.(X,0

.当期正味財産増減額 6.016.516 11206 -4.12as55 -3.43● 175 ■005.8210 8300.213 7.503.390

,.前期繰越正味財産額 36.299,771 -328.053 -6.:,45.445 -4.601,50 24825.217 7.380.111 207.372.994

次期繰越正味財産額 40,116.287 -389,259 -10.668.400 -8.039231 24019,397 15.697.324 214.876.387

男」 益の 況 a22/ン31単位 :円



財 産 目 録
特定非営利活動法人BHNテ レコム支援協議会
全事業所

[税込](単位 :円 )

2022年 3月 31日 現在
G罫雇冒頭0

【流動資産】
(現金・預金)

現   金

JPY
USD

普通 預金

みずほ/上野本部
みずほ/上野・関西事務所
みずほ/新宿中CSR北海道
みずほ/新宿中・お宝

.み
ずほ/新宿西・熊本事務所

三菱/新宿中・本部
三菱/新宿中央ND8
三菱/新宿中央W5期
三菱/新宿中JPF西 日本
三菱/新宿中央広島事務所
三菱/新宿中央東松島
三菱/新宿中央US$

桑原基金寄付講座

ゆうちょ銀行

会費・寄附金
チャリティコンサート

現金・預金 計
(売上債権)

未収入金

売上債権 計
(その他流動資産)

前払 費用

預け金
りそな銀行
その他流動資産 計
流動資産合計

【固定資産】
(無形固定資産)

電話加入権
特定資産

積立預金 (桑原基金)①
無形固定資産 計

固定資産合計
資産合計

17,507,927

(16,717,655)

(790,272)
240,838,494

(68,276,468)

(113,090)

(128)

(349,113)

(993,245)

(66,632,456)

(30,485,670)

(124,906,523)

(11,714,908)

(995,722)

(967,841)

(11,489,746)

(△ 76,086,416)

3,910,742

(3,849,986)

(60,756)

262,257,163

32,861,078

32,861,078

878,456

32,882

(32,882)

911 338

140,000

76,086,416

(76 086,4r6)
76 226 416

296,029,579

76,226,416

372,255,995

《負債の部》
負債】流動

未

前

預

払 金

受 金
APTス リランカ

ミャンサ'ルタ8次

ミャカー紛争5期

り 金

給料源泉税

報酬源泉税

住民税
雇用保険

健康保険料

厚生年金保険料

1,899,

153,895,

(6,632,

(26,105,

(121,157,

605,

〈138,
(25,

(105,

(85,

(92,

(146,

513

147

123)

103)

921)

131

182)

269)

600)

051)

070)

400)



財 産 目 録
特定非営利活動法人BINテ レコム支援協議会 [税込](単位 :円 )

全事業

未払法人税等

流動負債合計

【固定負債】
退職給付引当金

固定負債合計

負債合計

正味財産

(12,559

70,000

156,469,791

20 3月 31日

157 379 608

__2L菫 ユ望L



書式第 18号 (法第 28条関係)

令和3年度 年間役員名簿

令和3年4月 1日 から  令和4年3月 31日 まで

特定非営利活動法人BHNテ レコム支援協議会

役  名 氏    名 就任期間 報酬を受けた

期  間

理事 相澤 紘史
3`年14月 1日

～4年3月 31日
年 月 日

年 月 日

理事 赤生 邦雄
3年14月 I日

～4年3月 31日

年 月 日

～ 年 月 日

理事 赤羽根 靖隆
3年4月 1日

～4年3月 31日

年 月 日

年 月 日

理事 有馬 修
3`午4月 1日

～4年3月 31日

年 月 日

年 月 日

理事 石井 義則
3年 7月 1日

～4年3月 31日

年 月 日

年 月 日

理事 稲生 英男
3年7月 1日

～4年3月 31日

年 月 日

年 月 日

理事 井上 友
3年4月 1日

～4年3月 31日

年 月 日

～ 年 月 日

理事 今井 正道
3`手4月 1日

～3年6月 30日

年 月 日

年 月 日

理事 上田 博正
3`午4月 1日

～4年 3月 31日

年 月 日

年 月 日

理事 海野 忍
3`午 4月 1日

～4年 3月 31日

年 月 日

～ 年 月 日

理事 大平 高史
3年4月 1日

～4年 3月 31日

年 月 日

年 月 日



理事 片山 泰詳

「 3年4月 1日

～4年 3月 31日

年 月 日

年 月 日

理事 加納 貞彦
3年4月 1日

～4年3月 31日

年 月 日

年 月 日

理事 喜井 廣明
3年4月 1日

～3年9月 17日

年 月 日

年 月 日

理事 木曽 和佳子
3`年 4月 1日

～4年3月 31日

年 月 日

～ 年 月 日

理事 樽松 人平
3(午 4月 1日

～4年 3月 31日

年 月 日

年 月 日

理事 古野間 計久
3年4月 1日

～4年3月 31日

年 月 日

年 月 日

理事 佐藤 征紀
3年4月 1日

～3年6月 30日

年 月 日

年 月 日

理事 篠原 郁二
3年4月 1日

～4年3月 31日

年 月 日
～ 年 月 日

理事 庄司 哲也
3年 7月 1日

～4年3月 31日

年 月 日

年 月 日

理事 鈴木 克彦
3`年 9月 17日

～4年 3月 31日

年 月 日

年 月 日

理事 田中 和彦
3年4月 1日

～4年 3月 31日

年 月 日

～ 年 月 日

理 事 土橋 康輔
3年4月 1日

～4年3月 31日

年 月 日

年 月 日

理事 富野 岳士
3年4月 1日

～4年 3月 31日 日

年 月 日

年 月

理事 富保 諄一郎
3年4月 1日

～4年3月 31日

年 月 日

年 月 日

理事 浪方 竹葉
3年4月 1日

～4年 3月 31日

年 月 日

年 月 日



理事 野中 正晴
3年7月 1日

～4年3月 31日

年 月 日

年 月 日

理事 平川 芳宏
3年4月 1日

～4年3月 31日

年 月 日
～ 年 月 日

理事 藤田 聴
3`手4月 1日

～4年3月 31日

年 月 日

～ 年 月 日

理事 保谷 秀雄
3年4月 1日

～4年3月 31日

年 月 日

年 月 日

理事 堀田 明男
3年4月 1日

～4年3月 31日

年 月 日

年 月 日

理事 堀江 宏治
3年4月 1日

～4年3月 31日

年 月 日

年 月 日

理事 前川 榮夫
3年4月 1日

～3年6月 30日

年 月 日

年 月 日

理事 前沢 夕夏
3`午4月 1日

～4年3月 31日

年 月 日

年 月 日

理 事 牧 貞夫
3`午:4月 1日

～4年3月 31日

3年 7月 1日

～4年3月 31日

理事 森本 吉彦
3年4月 1日

～4年3月 31日

年 月 日

年 月 日

理 事 山下 俊一
3`手4月 1日

～4年3月 31日

年 月 日

～ 年 月 日

理 事 山下 字
3`午4月 1日

～3年6月 30日

年 月 日
～ 年 月 日

理事 山中 淳司
3`午4月 1日

～4年3月 31日

年 月 日

年 月 日

理 事 山本 恭子
3`午4月 1日

～4年3月 31日

年 月 日

～ 年 月 日

理 事 告岡 義博
3`午4月 1日

～4年 3月 31日

年 月 日

年 月 日



理事 吉村 美奈子
3年:4月 1日

～4年3月 31日

年 月 日

年 月 日

監事 宮原 克元
3年4月 1日

～4年3月 31日

年 月

年 月 日

日

監事 野中 正晴
3年4月 1日

～3年6月 30日

年 月 日

年 月 日

監事 山下 学
3年7月 1日

～4年3月 31日

年 月 日

～ 年 月 日



社員のうち10人以上の者の名簿
令和 4年 3月 31日 現在

特定非営利活動法人BHNテ レコム支援協議会

氏    名

1 相澤 紘史

2 海野 忍

3 樽松 人平

4 富野 岳士

5 牧 貞夫

6 宮原 克元

7 吉村 美奈子

8

エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションス

ル試会 :土

イ代表取締役社長 丸岡 亨

9
株式会社NTTド コモ

代表取締役社長 井伊 基之

10

一般社団法人情報通信ネ ッ トワ

ーク産業協会

会長 新野 隆


